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竹
島
問
題
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
基
本
的
認
識
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

平
成
十
八
年
五
月
十
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
三
六
号
）
で
は
「
我
が
国
は
、
遅
く

と
も
十
七
世
紀
半
ば
に
は
、
竹
島
の
領
有
権
を
確
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
明
治
三
十
八
年
以
降
も
、
同
年
一
月
二
十
八
日

の
閣
議
決
定
に
基
づ
き
竹
島
を
島
根
県
に
編
入
し
て
竹
島
を
領
有
す
る
意
思
を
再
確
認
し
た
上
で
、
竹
島
を
実
効
的
に
支
配
し

て
き
た
。
昭
和
二
十
九
年
以
降
の
大
韓
民
国
に
よ
る
竹
島
の
占
拠
は
不
法
占
拠
で
あ
り
、
政
府
は
、
大
韓
民
国
政
府
に
対
し

て
、
累
次
に
わ
た
り
抗
議
を
行
う
と
と
も
に
、
竹
島
の
領
有
権
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
を
申
し
入
れ
て
い
る
。
」
と
の
答
弁

が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昨
年
十
一
月
六
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
三
第
二
九
号
）
で
は
、

「
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
に
は
北
方
四
島
及
び
竹
島
を
め
ぐ
る
問
題
が
存
在
す
る
。
」
と
、
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題

は
、
北
方
領
土
問
題
と
竹
島
問
題
の
二
つ
で
あ
る
旨
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
四

第
三
一
八
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
と
し
て
、
大
韓
民
国
に
よ
る
竹
島
の
占
拠
は
不
法
占
拠
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
か
、
ま
た
、
竹
島
が
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
歴
史
的
、
法
的
根
拠
に
つ
き
、
鳩
山
内
閣
は
ど
の
様
な
認
識
を
有
し
て

い
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
五
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
三

一



六
号
）
一
及
び
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
答
弁
は
、
前
自

民
・
公
明
政
権
に
よ
り
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
様
に
「
先
の
答
弁
書
…
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
」
と
す
る

の
で
は
な
く
、
政
権
交
代
を
し
て
新
た
に
生
ま
れ
た
鳩
山
内
閣
の
言
葉
を
用
い
て
、
右
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
を
求
め
る
。

二

本
年
三
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
岡
田
克
也
外
務
大
臣
は
、
韓
国
に
よ
る
竹
島
の
占
拠
は
不
法
占
拠

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
と
の
質
問
に
対
し
、
最
後
ま
で
「
不
法
占
拠
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
前
文

で
触
れ
た
様
に
、
前
政
権
は
韓
国
に
よ
る
竹
島
の
占
拠
は
不
法
占
拠
で
あ
る
旨
明
言
し
て
い
た
が
、
鳩
山
政
権
と
し
て
も
、

韓
国
に
よ
る
竹
島
の
占
拠
は
不
法
占
拠
で
あ
る
と
す
る
認
識
に
変
わ
り
は
な
い
か
。
あ
る
、
な
い
の
ど
ち
ら
か
に
よ
る
明
確

な
答
弁
を
求
め
る
。

三

現
在
韓
国
政
府
は
、
竹
島
に
設
置
し
て
い
る
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
大
規
模
改
修
計
画
を
進
め
、
同
時
に
、
竹
島
周
辺
に
海
洋
科

学
基
地
を
建
設
す
る
こ
と
も
計
画
し
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
右
は
、
同
国
政
府
が
竹
島
の
実
効
支
配
を
強
化

し
、
更
に
既
成
事
実
化
を
進
め
る
狙
い
の
下
、
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
思
料
す
る
。
右
に
つ
い
て
、
本
年
三
月
二
十
六
日
の

衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
岡
田
大
臣
は
じ
め
外
務
省
政
務
三
役
は
、
右
に
対
し
て
同
省
が
ど

の
様
な
対
応
を
と
っ
て
い
る
の
か
明
言
を
避
け
て
い
た
。
同
省
と
し
て
、
韓
国
政
府
が
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
竹
島
に

二



設
置
し
た
ヘ
リ
ポ
ー
ト
を
大
規
模
に
改
修
し
、
ま
た
周
辺
に
海
洋
科
学
基
地
を
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
具

体
的
に
ど
の
様
な
対
応
を
と
っ
て
い
る
の
か
、
国
民
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
改
め
て
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

三


